
幕別町ゼロカーボン推進総合補助金

補 助 内 容

申請の手引き

「ゼロカーボンシティまくべつ」の実現に向けて、
家庭の再エネ・省エネ機器等の導入に対し補助を行い、

家庭でのゼロカーボンの取り組みのスタートアップを応援します！
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交 付 申 請

実 績 報 告

【補助金に関するお問い合わせ】

幕別町 住民生活部 防災環境課 ゼロカーボン推進係

〒０８９－０６９２ 中川郡幕別町本町１３０番地１

ＴＥＬ：０１５５－５４－６６０１（課直通）

E-mail：zero-carbonkakari@town.makubetsu.lg.jp

≪令和８年度版≫

申請様式は町ホーム

ページに掲載してい

るほか、役場防災環

境課、札内支所、忠

類総合支所でも配布

しています。



１ 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金について
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本総合補助金は、次の２事業により行う補助制度です。

（１）住まいのゼロカーボン化推進事業

北海道が定める「住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱（令和５年７月19日施行）」第４条に規定する補助の条件に

基づき実施する事業です。

⇒ 補助対象設備等については、３～８ページをご覧ください。

【対象者】次の要件を満たした方が対象者です。

⑴ 町内に住所を有する者（実績報告書を提出する年度の末日（令和９年３月31日）までに本町に転入する者を含みます。）

⑵ 本町又は現に住所を有する市町村が徴収する税、使用料等を滞納していない者（世帯員を含みます。）

⑶ 幕別町暴力団排除条例（平成25年条例第18号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係事業者（以

下「暴力団員等」といいます。）に該当する者並びに暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な

影響力を有する者でないこと。

（２）省エネ化推進事業

家庭の省エネ化に対し、町単独で実施する事業です。

⇒ 補助対象機器等については、９ページをご覧ください。

【対象者】次の要件を満たした方が対象です。

⑴ 町内に住所を有する者

⑵ 本町が徴収する税、使用料等を滞納していない者（世帯員を含みます。）

⑶ 幕別町暴力団排除条例（平成25年条例第18号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係事業者（以

下「暴力団員等」といいます。）に該当する者並びに暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な

影響力を有する者でないこと。

⑷ 補助金の申請を行おうとする年度において、既存の電気冷蔵庫（補助金を申請する年の10年より前に製造されたものに限りま
す。）を買い替えるために、省エネ型電気冷蔵庫を購入し、自らが居住する町内の住宅に設置する者又は自らが居住する町内の戸建
住宅（賃貸住宅を除きます。）に遮熱塗装を施す者



2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備①
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（１）住まいのゼロカーボン化推進事業

○ 令和６年７月10日以降に工事請負契約又は売買契約をしたもの、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他関係法令に、法令違反

がないことが本補助金の対象です。

⇒ 令和８年度は令和８年２月21日から令和９年２月22日までに事業完了（対象設備等の購入・設置、代金の支払）するものを補助対

象とします。

○ 補助対象は自らが居住する戸建住宅です。ただし、暖房機能を有する空気清浄機能又は換気機能付きエアコンを設置する場合におい

ては、「設置承諾書（様式第１号）」又はこれに準ずる書類により、賃貸住宅の所有者の承諾を受けた場合に限り、賃貸住宅（公共を

含みます。）にも設置することができます。

○ 対象設備等ごとに、同一世帯の申請は１回限りとします。

○ 対象設備等を複数申請する場合においては、同一年における同一申請者への当該対象設備等に係る補助金の額は、当該省エネの区分

に係る当該対象設備等に掲げる補助金の額を合計して50万円を限度とします。

○ 北海道や幕別町の広報紙やホームページで、必要な範囲で住宅の写真や工事内容を利用することを許諾していただきます。

【性能向上リフォーム：省エネ改修】

共通対象経費：工事費

※ 保証料、運搬費及び改修前の建築材料等の撤去に係る経費（撤去した建築材料等の処理費を含みます。）並びに開口部の新設に係る経

費は、補助対象外です。

※ 他補助金又は助成金（国が実施する先進的窓リノベ2026事業等）を併用する場合は、補助対象経費から当該金額を控除した額とします。

対象工事の要件・補助条件等 補助率 上限額

開口部の省エネ改修：窓及び玄関ドアの断熱性能を高める工事

■ 窓：熱貫流率が2.3以下となる窓の断熱改修であること。

■ 玄関ドア：熱貫流率が2.3以下となる玄関ドアの断熱改修であること。

1/5 12万円

躯体の省エネ改修：外壁全体、屋根又は天井全体、床全体の断熱性能を高める工事

■ 外壁全体：別で定める基準（※）を満たす断熱改修であること。

■ 屋根又は天井全体：別で定める基準（※）を満たす断熱改修であること。

■ 床全体：別で定める基準（※）を満たす断熱改修であること。

1/5 50万円

※ 別で定める基準

⇒ 本手引き末尾の「幕別町ゼロカーボン推進総合補助金（住まいのゼロカーボン化推進事業）躯体の省エネ改修基準」をご覧ください。
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対象設備の要件・補助条件等 補助率 上限額

高断熱浴槽

■ ＪＩＳ Ａ 5532：2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。
1/5 32万円

電気ヒートポンプ（エコキュート）

■ ＪＩＳ Ｃ 9220：2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。

1/5 16万円

潜熱回収型ガス給湯暖房機（エコジョーズ）

■ 給湯暖房機にあっては、給湯部熱効率が94％以上であること。

■ 給湯単能機、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7％以上であること。

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。

1/5 16万円

潜熱回収型ガス給湯暖房機＋コージェネレーション設備（エコジョーズ＋コレモ）

■ セットで導入が条件

■ ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｂ 8122）に基づ

く発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準（ＬＨＶ基準）で80％以上であること。

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。

1/5 36万円

【性能向上リフォーム：高効率設備の導入（未使用品に限る）】

共通対象経費：設備本体及び付属する機器、工事費（据付、配線、配管等）

※ 工事費には高断熱浴槽・節水型トイレの設置に伴い必要となる浴室又はトイレの床や壁等の改修費用も含みます。

※ 保証料、運搬費及び既設設備等の撤去に係る経費（撤去した設備等の処理費を含みます。）は、補助対象外です。

※ 他補助金又は助成金等（国が実施する給湯省エネ2026事業、みらいエコ住宅2026事業、北海道電力株式会社が実施するエコ替えキャン

ペーン等）を併用する場合は、補助対象経費から当該金額を控除した額とします。

※ １回の申請で同一設備を複数設置する場合、１つの設備分のみを補助対象とします。

2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備②
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対象設備の要件・補助条件等 補助率 上限額

潜熱回収型石油式給湯暖房機（エコフィール）

■ 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であること。

■ 石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3％以上であること。

■ 石油給湯機の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6％以上であること。

■ 暖房専用ボイラーにあっては、潜熱回収型であること。

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。

■ 給湯機と暖房機を分離して設置することも可能です。その際は、補助上限額は２分の１の額（12万円）となりま

す。

※２ 右記に記載する上限額24万円は給湯機と暖房機を同時設置した場合の金額になります。

1/5
24万円

（※２）

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯暖房機（ハイブリッド給湯暖房機）

■ 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率

（ＪＧＫＡＳ Ａ 705）が102％以上であること。

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。

1/5 36万円

ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）

■ 次の⑴又は⑵のいずれかを満たすこと。

⑴ 平時に省エネ効果（運用改善によるものを含みます。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区

分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

⑵ システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に不可欠な機器であること。

⑶ 補助対象経費

設備本体（データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置）、計測機器（電力量センサ、電流計、電力

量計、計測機能分電盤等）、ソフトウエア及び据付工事、配線等

定額 3万円

2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備③

【性能向上リフォーム：高効率設備の導入（未使用品に限る）の続き】
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対象設備の要件・補助条件等 補助率 上限額

暖房機能を有する空気清浄機能又は換気機能付きエアコン

■ 次のいずれかに該当する試験研究機関等で効果が確認された空気清浄機能又は換気機能を有するエアコン

① 国、地方公共団体又は独立行政法人（以下「国等」といいます。）が運営する試験機関等

② 国等の認可等を受けた試験機関等

③ 法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等

■ 統一省エネラベル（※３）の省エネ基準達成率が100％以上（緑色のマーク）のもの

■ 別で定める計算シート（※１）により、二酸化炭素の削減が図られること。（新規設置の場合を除きます。）

■ 補助上限額…上段：町内事業者から購入、下段：町外事業者から購入

1/5 8万円

1/10 4万円

節水型トイレ

■ ＪＩＳ Ａ 5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器（使用水量6.5Ｌ以下）
1/5 17万円

2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備④

【性能向上リフォーム：高効率設備の導入（未使用品に限る）の続き】

※１ 別で定める計算シート

⇒ ホームページで掲載している「二酸化炭素削減量計算シート」をご活用ください。

本計算シートで「ＣＯ２削減量」がプラスになっていることが必要です。ゼロ・マイナスとなる場合は、補助対象となりませんので、

ご留意ください。

ただし、エアコンについては、既存機器よりも入替後機器の方が冷暖房対応畳数が大きくなる場合は、この限りではありません。

※３ 統一省エネラベル

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）に規定する省エネ性能の向上を促

すための目標基準値（トップランナー基準）をどの程度達成しているかを表示するラベルをいいます。
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対象設備の要件・補助条件等 補助率 上限額

太陽光発電＋定置用蓄電池 ≪新規に設備を設置する住宅≫ ※ＨＥＭＳと同時設置が条件

■ 太陽光発電

⑴ 対象設備の要件等：次の全ての要件に適合すること。

ア 蓄電池と接続し、発電した電力が設置される住宅において消費されること。

イ 太陽光電池モジュールの合計出力が10ｋW未満の設備であること。

ウ 余剰型配線であること。

エ 電力会社の電力系統に連系できること。

オ 未使用品であること。

カ 別で定める計算シート（※）により、二酸化炭素の削減が図られること。

⑵ 補助対象経費

太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事

に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含みます。）は対象外とします。

なお、他補助金又は助成金等を併用する場合は、補助対象経費から当該金額を控除した額とします。

■ 定置用蓄電池

⑴ 対象設備の要件等：次の全ての要件に適合すること。

ア 常時、太陽光発電と接続し、太陽光発電が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したも

のであること。

イ 蓄電容量が20ｋＷｈ未満であるもの。

ウ 電力会社の電力系統に連系できること。

エ 未使用品であること。

オ 別で定める計算シート（※）により、二酸化炭素の削減が図られること。

⑵ 補助対象経費

蓄電池部、電力変換装置（蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含めます。）、配線、配線器具、その他

付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を

含みます。）は対象外とします。

なお、他補助金又は助成金等を併用する場合は、補助対象経費から当該金額を控除した額とします。

1/10 30万円

2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備⑤

【太陽光発電システム】
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対象設備の要件・補助条件等 補助率 上限額

定置用蓄電池 ≪既に太陽光発電設置済みの住宅≫ ※ＨＥＭＳと同時設置が条件

■ 対象設備の要件・補助条件等、補助対象経費は新規設置と同じ。
1/8 17万円

2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備⑥

【太陽光発電システムの続き】

※ 別で定める計算シート

⇒ ホームページで掲載している「二酸化炭素削減量計算シート」をご活用ください。

対象住宅の要件・補助条件等 補助率 上限額

北方型住宅ＺＥＲＯ（※１）

■ 対象住宅の要件

⑴ 新築住宅であること。（土地購入費用は補助対象外とする。）

⑵ 「ＺＥＨ」補助（※２）が交付されていないこと。（予定を含む。）

■ 「きた住まいるメンバー」の住宅事業者により建築するもの

■ 竣工後少なくとも２日以上、住宅を展示の用に供すること。

※１ 北方住宅ＺＥＲＯ

北海道が定める北方型住宅基準（令和５年５月31日付け建指第467号）第４⑷及び第５に適合する住宅

※ 「ＺＥＨ」補助

経済産業省及び環境省で実施しているＺＥＨ支援事業におけるＺＥＨ＋（注文・建売・TPO）実証事業及び次

世代HEMS実証事業による補助金をいいます。

定額 45万円

【新築住宅】
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2 幕別町ゼロカーボン推進総合補助金の対象設備⑦

対象設備・工事の要件・補助条件・補助対象経費等 補助率 上限額

省エネ型電気冷蔵庫

■ 補助金を申請する年の10年より前に製造された既存の電気冷蔵庫の買替えが対象

■ 統一省エネラベル（※）の省エネ基準達成率が100％以上（緑色のマーク）の新品の省エネ型電気冷蔵庫が対

象

■ 補助対象経費は、保証料、運搬・設置費用及び特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」といい

ます。）におけるリサイクル費用を除いた額とします。

※ 戸建住宅、賃貸住宅を問わず、自らが居住する町内の住宅に設置する場合に補助金の対象となります。

1/5 5万円

1/10 2.5万円

遮熱塗装

■ 次のいずれかの塗料を使用し、暑さ対策として住宅の省エネ化に資する塗装工事が対象

〇 ＪＩＳ Ｋ 5602塗膜の日射反射率の求め方に基づく日射反射率40％以上の塗料

〇 ＪＩＳ Ｋ 5675：2011に適合する屋根用高日射反射率塗料

■ 補助対象経費は、住宅の壁や屋根等への遮熱塗装に要する経費とします。

※ 自らが居住する町内の戸建住宅（賃貸住宅を除きます。）に遮熱塗装を施す場合に補助金の対象となります。

1/2 25万円

1/4 12.5万円

（２）省エネ化推進事業

○ 本補助事業の申請は、次の区分ごとに同一住宅において１回限りとします。

○ 補助金の申請を行おうとする年度において、工事請負契約又は売買契約をしたものが本補助金の対象です。

⇒ 令和８年度は令和８年２月21日から令和９年２月22日までに事業完了（対象設備等の購入・設置、代金の支払）するものを

補助対象とします。

※ 補助上限額…上段：町内販売店・事業者から購入・施工、下段：町外販売店・事業者から購入・施工

※ 統一省エネラベル

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）に規定する省エネ性能の向上を促す

ための目標基準値（トップランナー基準）をどの程度達成しているかを表示するラベルをいいます。
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申請者

幕別町

① 交付申請

対象設備等を購入・設置する前に、「交付申請書」及び必要書類によ

り交付申請を行います。（詳細は11～15ページを参照）

② 交付決定

交付申請書等の内容を審査し、「交付決定通知書」により通知します。

（交付申請書の受理から１～２週間程度の時間を要します。）

③ 工事

交付決定を受けた後、対象設備等を購入・設置してください。

④ 実績報告

対象設備等を購入・設置し、代金の支払後に「実績報告書」及び必要

書類により実績報告を行います。（詳細は16～17ページを参照）

⑤ 交付額確定

実績報告書等の内容を審査して交付額を決定し、「交付額確定通知

書」により通知します。（実績報告書の受理から１～２週間程度の時間

を要します。）

⑥ 補助金交付

確定した交付額分の行政ポイントを交付します。

（１円につき１ポイント、千円未満の端数は切り捨て）

・「まくＰａｙ」カードを持っている方

⇒ 毎月20日までの交付額確定分を当該月の26日から月末にかけてポ

イント付与を随時行います。

・「まくＰａｙ」カードを持っていない方

⇒ 交付申請時に指定のあった役場防災環境課・札内支所・忠類総合

支所の窓口でポイントを付与した「まくＰａｙ」カードをお渡しし

ます。

※ 「①交付申請」及び「④実績報告」は、対象設備等を設置又は施工す

る事業者が申請者に代わり手続を行うことができます。

その際は、それぞれの事業の要綱で定める「委任状」を提出してくだ

さい。 10

３ 各種手続きの流れ

●原則、上記手続となりますが、交付決定前に工事を着工す
る必要がある場合は、事前に防災環境課ゼロカーボン推進係
までご相談ください
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４ 交付申請の仕方①

（１）住まいのゼロカーボン化推進事業に係る交付申請

下記書類を提出してください。事業者が申請者に代わって申請手続を行う場合は「委任状（様式第10号）」の提出が必要です。

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

開口部の省エネ改修

⑴ 交付申請書（様式第２号）
⑵ 幕別町に住所を有する者にあっ
ては、住民基本台帳に関する調査
及び町税等納入調査同意書（様式
第11号）

⑶ 幕別町に住所を有しない者は、
現に住所を有する市町村が発行す
る納税証明書

⑷ 経費の内訳が明記されている工
事見積書等の写し

⑸ 性能向上リフォーム及び太陽光
発電システムの導入において、他
補助金又は助成金を併用する場合
は、当該金額の確認できる書類

⑹ 性能向上リフォーム及び太陽光
発電システムの導入においては、
導入する設備等の仕様がわかるカ
タログ等

⑺ 「まくＰａｙカード」を所有し
ている場合は、カード番号が記載
されている面の写し

※ 必ずＱＲコード・ＰＩＮ番号は
見えないようにしてください。

⑻ その他町長が必要と認める書類

⑴ 改修前の状況写真
⑵ 施工方法がわかる図面（図面がある場合）
⑶ 熱貫流率が2.3以下であることを証する書類等
※ 複数箇所の開口部の改修を行う場合は、見積書等で記載され
ている箇所と上記書類の関連が分かるように明示すること。

躯体の省エネ改修

⑴ 改修前の状況写真
⑵ 施工方法がわかる図面（図面がある場合）
⑶ 申請する断熱改修の使用量が確認できる書類（使用確認書）
⑷ 対象となるＪＩＳ規格を満たすことを証するカタログ等
⑸ 熱伝導率を証するカタログ等
⑹ 国土交通省が実施する事業で定める要件を満たすことを証する
書類等（基準４に合致する場合のみ）

高断熱浴槽
⑴ 従来使用していた浴槽の写真
⑵ ＪＩＳ Ａ 5532：2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上
の性能を有することを証する書類等

電気ヒートポンプ
（エコキュート）

⑴ 従来使用していた給湯器の写真（機器の全体写真、メーカー、
型番がわかるもの）

⑵ 対象設備の設置箇所の写真（従来使用していた給湯器の設置場
所から変更となる場合）

⑶ ＪＩＳ Ｃ 9220：2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間
給湯効率が2.7以上の性能を有することを証するカタログ等

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート



12

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

潜熱回収型ガス給湯暖房
機
（エコジョーズ）

P11と同じ

⑴ 従来使用していた給湯暖房機の写真（機器の全体写真、メー
カー、型番がわかるもの）

⑵ 対象設備の設置箇所の写真（従来使用していた給湯暖房機の設
置場所から変更となる場合）

⑶ 給湯暖房機にあっては、給湯部熱効率が94％以上であること、
給湯単能機、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7％以
上であることを証するカタログ等

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

コージェネレーション設
備（コレモ）

⑴ 従来使用していた給湯暖房機の写真（機器の全体写真、メー
カー、型番がわかるもの）

⑵ 対象設備の設置箇所の写真（従来使用していた給湯暖房機の設
置場所から変更となる場合）

⑶ 燃料電池発電ユニット
ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユ

ニットのＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｂ 8122）に基づく発電及び排熱
利用の総合効率が、低位発熱量基準（ＬＨＶ基準）で80％以上で
あることを証するカタログ等

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

潜熱回収型石油式給湯暖
房機
（エコフィール）

⑴ 従来使用していた給湯暖房機の写真（機器の全体写真、メー
カー、型番がわかるもの）

⑵ 対象設備の設置箇所の写真（従来使用していた給湯暖房機の設
置場所から変更となる場合）

⑶ 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であ
ること、石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3％
以上であること、石油給湯機の貯湯式にあっては、モード
熱効率が74.6％以上であること、暖房専用ボイラーにあっては、
潜熱回収型であることを証するカタログ等

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

４ 交付申請の仕方②
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４ 交付申請の仕方③

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

ヒートポンプ・ガス瞬間
式併用型給湯暖房機
（ハイブリッド給湯暖房
機）

P11と同じ

⑴ 従来使用していた給湯暖房機の写真（機器の全体写真、メー
カー、型番がわかるもの）

⑵ 対象設備の設置箇所の写真（従来使用していた給湯暖房機の設
置場所から変更となる場合）

⑶ 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシ
ステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（ＪＧＫＡＳ Ａ
705）が102％以上であることを証するカタログ等

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

ＨＥＭＳ
（ホームエネルギーマネ
ジメントシステム）

⑴ ＨＥＭＳに接続する機器等の内容がわかる書類
⑵ ＨＥＭＳの仕様及び諸元や計測内容等がわかるカタログ等
⑶ 設置箇所の分かる写真又は図面

暖房機能を有する空気清
浄機能又は換気機能付き
エアコン

⑴ 賃貸住宅に設置する場合は、所有者の設置承諾書（様式第１
号）又はこれに準ずる書類

⑵ 設置予定場所の写真（屋内、屋外、配管）
⑶ 従来使用していたエアコンのメーカー、型番がわかる写真等
（買替えの場合）

⑷ 次のいずれかに該当する試験研究機関等で効果が確認された空
気清浄機能又は換気機能付きエアコンであり、それを証するカタ
ログ等
① 国等が運営する試験機関等
② 国等の認可等を受けた試験機関等
③ 法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験
機関等

⑸ 統一省エネラベルの情報がわかるカタログ等
⑹ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート（買替えの場合）
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４ 交付申請の仕方④

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

節水型トイレ

P11と同じ

⑴ 従来使用していたトイレの写真
⑵ ＪＩＳ Ａ 5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能
を有する便器（使用水量6.5L以下）であることを証するカタログ
等

太陽光発電

⑴ 太陽光発電設備の設置に係る図面
⑵ 蓄電池と接続し、発電した電力が設置される住宅において消費
されることが確認できる書類

⑶ 太陽電池の最大出力の合計値が確認できる書類
⑷ 太陽電池モジュールの保証期間が確認できる書類
⑸ パワーコンディショナ―の定格出力が確認できるもの
⑹ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

定置用蓄電池

⑴ 蓄電池の仕様及び諸元がわかるカタログ
⑵ 蓄電池の設置箇所のわかる写真又は図面
⑶ 蓄電池システム本体機器を含むシステム全体のパッケージの型
番が確認できる資料

⑷ 二酸化炭素の削減が図られることがわかる書類で、二酸化炭素
削減量計算シート

北方型住宅ＺＥＲＯ

⑴ 北方型住宅ＺＥＲＯ施工を確認する書類の写し（①～③のいず
れか）
①きた住まいるサポートシステムの仮登録証「住宅ラベリング
シート（未確定）」
②北方型の住まいＬａｂの「北方型住宅ＺＥＲＯのチェックリス
ト」
③一般財団法人北海道建築指導センターが発行する北方型住宅基
本性能確認証の写し

⑵ きた住まいるメンバー登録を証する書類の写し
⑶ 建築する住宅の位置図、平面図、立面図
⑷ 工事請負契約書及び工事費の内訳がわかる書類
⑸ 建築予定地の写真
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４ 交付申請の仕方⑤

（２）省エネ化推進事業に係る交付申請

下記書類を提出してください。事業者が申請者に代わって申請手続を行う場合は「委任状（様式第９号）」の提出が必要です。

対象設備・工事 共通書類 提出書類

省エネ型電気冷蔵庫

⑴ 交付申請書（様式第１号）
⑵ 住民基本台帳に関する調査及び町税等納入
調査同意書（様式第10号）

⑶ 経費の内訳が明記されている見積書等の写
し

⑷ 「まくＰａｙカード」を所有している場合
は、カード番号が記載されている面の写し

※ 必ずＱＲコード・ＰＩＮ番号は見えないよ
うにしてください。

⑸ その他町長が必要と認める書類

⑴ 仕様がわかるカタログ等
⑵ 統一省エネラベルの情報がわかるカタログ等
⑶ 既存電気冷蔵庫の写真並びに型番及び製造年がわか
る写真等

遮熱塗装
⑴ 塗装前の写真
⑵ 当該遮熱塗装に該当することを証するカタログ等
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５ 実績報告の仕方①

（１）住まいのゼロカーボン化推進事業に係る実績報告

下記書類を提出してください。

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

開口部の省エネ改修

⑴ 実績報告書（様式第７号）
⑵ 対象となる工事の実施後・設備
等の設置後の写真

⑶ 対象となる工事の実施・設備等
の設置に係る領収書の写し（交付
申請時に提出のあった工事見積書
等の金額と異なる場合は明細がわ
かるもの）

⑷ 契約書がある場合はその写し
⑸ その他町長が必要と認める書類

共通書類のみ

躯体の省エネ改修

⑴ 対象となる工事の実施状況（施工前・施工中・施工後）が
わかる写真

⑵ 使用確認書に記載の資材を使用していることがわかる写真
等

高断熱浴槽

対象となる設備等の型番がわかる写真

電気ヒートポンプ
（エコキュート）

潜熱回収型ガス給湯暖房機
（エコジョーズ）

コージェネレーション設備
（コレモ）

潜熱回収型石油式給湯暖房機
（エコフィール）

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
型給湯暖房機
（ハイブリッド給湯暖房機）

ＨＥＭＳ
（ホームエネルギーマネジメン
トシステム）

暖房機能を有する空気清浄機能
又は換気機能付きエアコン
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５ 実績報告の仕方②

（２）省エネ化推進事業に係る実績報告

下記書類を提出してください。

対象設備・工事 共通書類 その他提出書類

省エネ型電気冷蔵庫

⑴ 実績報告書（様式第６号）
⑵ その他町長が必要と認める
書類

⑴ 設置後の状況及び型番がわかる写真
⑵ 設置に係る領収書の写し（交付申請時に提出のあった見積書等の金額
と異なる場合は明細がわかるもの）

⑶ 家電リサイクル法における特定家庭用機器廃棄物管理票の排出者控の
写し

遮熱塗装

⑴ 塗装を施したことがわかる写真（塗装前・塗装中・塗装後）
⑵ 使用した塗装資材の写真等
⑶ 施工に係る領収書の写し（交付申請時に提出のあった見積書等の金額
と異なる場合は明細がわかるもの）

⑷ 契約書がある場合はその写し

対象工事・設備・住宅 共通書類 その他の書類

節水型トイレ

P16と同じ

対象となる設備等の型番がわかる写真太陽光発電

定置用蓄電池

北方型住宅ＺＥＲＯ

⑴ 住宅ラベリングシート又は一般財団法人北海道建築指導セ
ンターが発行する住宅履歴保管書の写し

⑵ 完成住宅の写真（室内・室外）
⑶ 住宅展示会の実施状況がわかる写真
⑷ 住宅展示会の開催日を確認できる書類等
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６ 交付申請・実績報告等の注意点【２事業共通】

● 令和８年２月20日以前に実施したもの（事業完了したもの）は令和８年度に申請を受付することはできません。

● 令和８年度の交付申請の期日は、令和９年２月10日（水）までです。

ただし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えることが見込まれる場合は、当該申請以降の申請書は受け付けな

いものとします。

● 交付申請から交付決定までには防災環境課で提出書類を受理してから１～２週間程度の時間を要します。

交付決定前に工事を着工する必要がある場合は、事前に防災環境課ゼロカーボン推進係までご相談ください。

● 町から交付決定を受けた後に次のいずれかに該当する場合は、実績報告書の提出前にそれぞれの事業の要綱で定め

る「変更等承認申請書（住まい：様式第４号、省エネ：様式第３号）」を提出する必要があります。

① 交付決定額の変更 （例：対象設備等の購入額の変更（値引等）、併用する補助金等の交付額の変更）

② 補助金の内容の変更 （例：対象設備等の仕様（型番等）の変更）

③ 交付対象事業の中止・廃止（例：対象設備等の購入を取り止めた場合）

● 令和８年度の実績報告の期日は、設備等の設置及び施工完了から30日以内又は、令和９年２月22日（月）までです。

実績報告するまでに事業完了（対象設備等の購入・設置、代金の支払）することが必要です。

● 補助金は行政ポイントでの交付となります（「現金」での交付ではありません）。

行政ポイントには有効期間があり、有効期間は最終利用日（チャージ・使用）から２年間になります。

行政ポイントの有効期間中であっても、カードが失効（電子マネーの最終利用日（現金チャージ・使用）から２年

間を経過）した場合は、行政ポイントも失効しますので、ご注意ください。

※ 「まくＰａｙカード」を所有している場合は、交付申請時にカード番号が記載されている面の写しを提出いただ

きますが、カードが失効していないか、ご確認ください。

● 申請に係る様式は昨年度から変更となっていますので、現在ホームページに掲載されている様式を必ずご活用くだ

さい。（旧様式で提出があった場合は、改めて新様式での提出をお願いすることになります。）
















